
埼弓連指第 5 号  
令和 8 年 6 月 3 日 

埼玉県弓道連盟会員各位 
                                                    埼玉県弓道盟 

                                                                               会長 本橋 民夫 
（公印省略） 

 

令和 8 年度 地方委員【審査委員・審判委員・講師】 

公認資格≪認定≫講習会の開催について（案内） 
 

 
下記の要領で開催いたしますのでご参加くださいますようご案内申し上げます。 
 

１．目 的  公益財団法人全日本弓道連盟が定める審査委員・審判委員・講師公認資格認定規

程に基づき、「地方委員」の各資格を認定するために本講習会を実施する。 
２．日 時  令和 8 年 8 月 2 日（日）    ９時３０分開始 
３．場 所・担当支部   

大宮公園弓道場                県南支部担当  
 

４．参加資格 ＊五段～教士七段受有者で日本スポーツ協会公認スポーツ指導者          
（コーチ１・弓道）以上の資格を有する者。 

 
＊一昨年審判委員資格のみ、もしくは審査委員と審判委員の２資格を認定された称

号受有者の方で、今回審査・審判委員・講師、３資格の認定を受けたい方。 
但し、五段受有者で称号を持たない方は、審判委員のみの認定となる。 

 
５．講習内容 各資格に係る講習（講義及び実習）、検定試験（筆記及び実技）を実施    

     する。 
       参加者は、予め課題論文を作成の上、当日持参のこと。 

（各道場の担当者の方は、お手数でも今回本案内と同時に送信しました課題と論文

用紙を、申込者に事前配布くださるようお願いします。） 
 
６．講 師  埼玉県弓道連盟指導委員 
７．参加費  １，０００円 別途、公認資格認定制度資料集代５００円 

（お持ちの方は不要） 
８．持ち物  弓具一式、稽古着（猛暑が予想されるため）、教本、副読本、メモ用紙、筆記用

具、昼食、飲み物。 
９．申込み （1）締切日  7 月 5 日（日） 
             尚、欠席の場合も受講料は納めていただきます。 

   （2）送付先 メールにて 斎藤和子 宛  
              
※なお、この講習会についてのお問い合わせは、下記の指導委員会  

池谷宛にお願いします。 
 

 【池谷 茂】   
携帯 080-5651-3732  E-mail：ikeyasigeru4@w6.dion.ne.jp 
 

所沢締切６月２６日（金） 



　＜公認資格認定制度　論文課題＞

　地方委員（審査委員・講師）資格取得には下記の小論文が必要となります。

　小論文を用紙1枚に記入の上、講習会当日に持参してください。

　下記、各項目から１問ずつ課題を選択し、答案用紙にてご回答ください。

【審査委員】

１．あなたは、公正な審査を行うにあたり、どんなことを心掛けていますか。

２．あなたは、射法八節と的中の関係についてどのように考え、それを審査の判定に

　　どのように反映させていますか。

３．あなたは、基本動作と射法（八節）の関係をどのような考えで審査していますか。

４．地方審査の低段位審査について、判定をどのように考えていますか。

【講師】

１．あなたは、講習にあたって受講生の人格・人権にどのような配慮をしていますか。

２．あなたは、講師になった場合、受講生の成長のために、どのようなことを心掛け

　　ますか。

３．あなたは、講師として受講生が理解できるようにな指導をするために、何を考え

　　実践しますか。

４．あなたは、受講者の場合、講師との関係をどのように考え行動しますか。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

※各道場のご担当の方は、お手数でもこの課題文と【審査委員】・【講師】の回答用紙を

　１部づつ参加者へお渡しくださるようお願いいたします。


